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国内優先権主張出願にみる知財管理能力の展開
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要約

　本稿の目的は，ヤマハ発動機にかかる特許書誌情報を分析し，同社の知財管理部門による出

願マネジメントの展開を国内優先権主張出願制度の利用から明らかにすることである。特許出

願に関係する考えや意識をできるだけノイズが入らないように解析するため，ヤマハ発動機の

みが出願人となっている自社単独特許出願のうち，発明者の所在が静岡県磐田市内となってい

るもののみを分析対象とし，出願数や発明にかかる研究規模，国内優先権主張出願制度の活用

の経年変化を検討した。その結果，2005年前後から同社は国内優先権主張出願制度の活用を始

め，研究活動の持続性を考えた特許出願と管理を展開していることが明らかとなった。
キーワード：公開特許公報，特許公報，書誌計量分析，国内優先権主張制度

Ⅰ．はじめに

　日本企業が知的財産権を重視した経営を行うようになって以降，すでに相当の年月が経過し

ている。日本の代表的な企業が社内の知的財産管理組織を強化するようになったのは，1990年

代であったが，それは1985年のヤング・レポートにみられるアメリカにおける知的財産戦略の

重視とその一定の成功に刺激されたものであった。2002年７月には知的財産戦略大綱が制定さ

れ，それに沿って同年12月知的財産基本法が制定され，翌年３月には知的財産戦略本部が設置

されるなど，政策的にも制度的にも国をあげて知的財産を活用した経営を後押しする体制がと

られた。その後，制度のレベルでは特許法の改正や知的財産高等裁判所の設置(2005年４月)な

ど，知的財産権の保護とエンフォースメントの強化が実行に移された。他方で，この間，日本

企業がどのように知的財産管理に関する組織能力を高めたのかという点について議論されるこ

とは少ない。本稿は，日本企業における知的財産管理の展開を，国内優先権主張出願制度の利

用に焦点を当てて明らかにするものである。国内優先権制度とは，特許法第41条に規定されて

いる制度で，既に出願した発明を含めて包括的な発明としてまとめる手続きである。この制度

を利用することにより，製品の研究開発過程とその成果の権利化過程をよりフレキシブルに結

びつけることができ，市場において競争力のある知的財産権の取得が可能となる。企業がこの
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制度をどのように利用しているかを明らかにすることは，日本企業における知的財産管理に関

する能力の展開を評価するうえで，一つの手がかりとなると考えられる。本稿では，分析対象

をヤマハ発動機に限定し，同社における知財管理の展開を明らかにする。

　1955年７月に日本楽器製造を母体にモータサイクル専門メーカとして設立されたヤマハ発動

機は，その主要製品をマリンエンジン，舟艇，自動車，特機へと展開しており，最近では産業

用ロボットや風力発電等の分野にも進出している１）。小型エンジン技術を中心に，車体技術，

船体技術，制御技術等を応用し，2007年は二輪車（研究開発費：433.6億円），マリン（178.3億

円），特機商品（100.7億円），その他の事業（142.9億円（サーフェスマウンター，産業用ロボ

ット，自動車エンジン，自転車等））分野で研究開発を行っている２）。またヤマハ発動機は，

海外売上比率約９割，海外駐在員500名以上，海外連結子会社80社以上（2011年12月末時点）

をもつグローバル企業でもある３）。主力事業である自動二輪車業界は，1970年代から海外にお

いて知的財産権侵害に悩まされている。その被害はブランド名称の類似（商標権侵害）に始ま

るが，デザインを模倣したケース（意匠権侵害）も多数確認されている４）。進出先国の技術力

が向上するにつれ，技術の模倣（特許権侵害）が生じ，消費者にとっては差異が分からない模

造品の流通につながる可能性がある。そこで，ヤマハを含め海外でのビジネス展開を考える企

業においては，ビジネス展開を考える地域も含めた国際的な知的財産戦略を構築する必要があ

る。しかしながら一般的に多くの企業は，海外特許出願を考える場合も国内特許出願をベース

とした出願戦略を考えている場合が多く，ここに国内の知的財産の出願状況とその管理能力の

展開を調べる意義がある。

　ヤマハ発動機の知的財産部門は，1967年に特許担当が日本楽器製造の特許課から分離し，技

術管理課特許係として発足したのが始まりである。1993年に知的財産部として部に昇格し，

1995年には全社的組織変更に伴い知的財産室となっている５）。その後，1998年５月に知的財産

室は総務センターに移され，法務・知的財産室知的財産グループとなっている。1999年４月に

は，会社の構造改革の一環として，登録料の管理や審査請求のチェックといった定型業務を管

１）Times of YAMAHA挑戦と感動の軌跡，資料集（ヤマハ発動機50周年記念誌）2005年７月１日，ヤマハ
発動機50周年記念事業推進プロジェクト(編)

２）ヤマハ発動機第73期有価証券報告書
３）1990年代前半に60%強であった海外売上割合は年々増加する傾向にあり，2011年には88.5%となっている。

特に自動二輪の2011年の国内売上比率は4.2%と非常に小さく，少子化・人口減少により今後さらなる国内
市場の縮小が考えられ，生産拠点の国内回帰や充実はそう簡単ではないと思われる。本稿の論点としないが，
海外売上比率の高いグローバル企業において，製造販売だけでなく海外での研究開発の割合が高まると，
本社の位置付け・目的が明確さを失うことがある。ものづくりで生業を立ててきた企業が，グローバルな
経営展開を考えたときに，国内での研究開発をどうするかという判断，特に国内製造の割合を減少させた
時に，何のために研究開発を行うのか，どのようにして研究開発を維持していくのかということは，非常
に興味深い。

４）日経産業新聞，2004年４月５日21面
５）ヤマハ発動機，わが社の特許活動，知財管理，1998年，48(7), pp.1131-1132.
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理会社にアウトソーシングすることにより，知財担当部署の者が本来の特許業務に専念できる

ように部署・職務の改変・改善を行っている６）。知的財産を取扱う部署として，法務・知財ユ

ニットが設置され，知財担当部署の人員は約20名であった７）。また，ヤマハ発動機は，海外展

開とともに発展してきた企業であり，外国での出願にも力を入れているが，海外出願は現地代

理人への直接依頼により行っている。

　本調査では，ヤマハ発動機の公開特許公報の書誌分析を行うことにより，出願状況を整理し，

出願等に対する考えを把握することを目的とした８）。公開特許公報と特許公報の書誌データは

全て（独）工業所有権情報・研修館の特許電子図書館より入手した。公開特許公報は，1993年

４月１日から2011年12月31日までに公開されたものを2012年２月11日に収集した。特許公報は，

2011年12月31日までに登録されたものを2012年２月26日に収集した。収集した書誌データは出

願日ごとに整理し，1994年から2009年に出願されたものを分析対象とした。

　特許出願の際の出願人には，一人（法人）による単独特許出願（単願）と複数人（法人）が

関与する共同特許出願（共願）がある。共願における，特許出願の考え方は，ヤマハ発動機が

筆頭出願人である場合であっても，相手先企業の考え方や意識が混在する場合があり，ヤマハ

発動機の単願に比べ複雑化していることが予想される。また，ヤマハ発動機の特許出願の発明

者の所在の大多数は静岡県磐田市内であるが，グループ会社や大学等の者と思われるものもあ

る程度の数があり，これらもヤマハ発動機のみの特許出願の考えを抽出する際のノイズになる

と思われる。そこで本調査では，ヤマハ発動機の単願のうち静岡県磐田市内の発明者のみによ

る特許出願6926件について分析した。

　以下，Ⅱにおいてはヤマハ発動機の特許出願の特徴を書誌情報から明らかにし，続いてⅢに

おいては同様に特許出願管理の特徴を分析し，「プロパテント時代」における日本企業の知的

財産管理の展開を明らかにする。

Ⅱ．特許出願の特徴

①出願の推移

　図表１にヤマハ発動機の特許出願の推移を示す。特許出願件数は，公開特許公報の書誌デー

６）特許登録率No.１企業，専任態勢で質をさらに高める，トリガー, 1999年，18(7), pp.26-28.
７）Times of YAMAHA資料集（2005年５月１日現在）
８）たとえば，(1) 書誌の計量分析については，特許の実証経済分析，山田節夫，東洋経済新報社，2009年
４月，等を，(2) 知財の価値や評価，権利意識については，The Economics and Management of Intellectual 
Property: Towards Intellectual Capitalism, OveGranstrand, Edward Elgar Publishing (2000)や知的財産
部員のための知財ファイナンス入門，弁護士法人北濱法律事務所・監査法人トーマツ，㈶経済産業調査会，
2007年３月，特許の経営・経済分析，㈶知的財産研究所編，雄松堂出版，2007年７月，特許価値戦略─特
許マネジメントの真価を問う，呉秉錫，発明協会，2009年９月，等を参考にした。
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タを元に出願日で整理したものである。また，登録に至った特許出願は，特許公報の書誌デー

タをもとに出願日で整理したものである。たとえば，1995年にはヤマハ発動機の発明者のみに

より565件の特許出願が行われており，そのうち259件（45.8%）が，2012年２月までに登録さ

れている。
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図表１　ヤマハ発動機の特許出願件数の推移

　ヤマハ発動機が出願人に入っている特許出願のうち９割以上は，ヤマハ発動機の単願であり，

またヤマハ発動機の者のみによる発明に基づく特許出願は８割以上である。ヤマハ発動機が中

心となった出願が多く，その多くはヤマハ発動機の社員によるものである。

　1995年に600件ほどあった特許出願件数は2002年まで減少し続け，その後は2006年に一度減

少しているが，2007年まで増加傾向にあった。しかし2008年から再び減少し，2009年には単願

が227件と激減している。2002年に特許出願件数が減少したのは，2001年10月以降の出願につ

いて審査請求の期間が７年から３年に短縮されたことと関係している可能性がある９）。しかし

ながら，2002年まで一旦は出願を絞り込む必要があったが，やはり特許出願が必要で，その後

出願件数を増やす方向にあったと推察される10）。

９）平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，第Ⅱ章１. 日本企業の審査請求行動の分析，長岡
貞夫，西村陽一郎，山内勇，大西一郎，㈶知的財産研究所，2007年３月。審査請求の期限は，2001年９月
末日迄の出願では，出願から７年以内であったが，2001年10月以降の出願では３年以内と大きく短縮され
ており，審査請求を行うかどうかの判断にかけることができる期間が短くなった。制度改正以前は，出願
から７年度目の審査請求が多く，企業がその発明の価値を見極めるにはある程度の時間を要することが多
く，この制度変更は，企業の特許出願の考え方に大きな影響を与えたと考えられる。

10）短期的な経済的効率性のみを重視して競争力を毀損する過度な研究開発コストの削減を行うことは，↗
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　ヤマハ発動機の売上と経常利益は2007年までは単調に増加傾向にあったが，2008年より減少

し，2009年には経常利益と純利益の両方が大きくマイナスとなっている（図表２）11）。より詳

しく見ると，2007年まで単調に増加傾向にあった売上は，国内需要の急速な減少と円高に伴う

影響により2008年より減少に転じている12）。また2009年には，国際的な金融システム不安の影

響を受け，出荷調整と減産を実施しているため１兆1536億円もの損失となっている。経常利益

も2008年に減少に転じているが，これは売上の減少に加え，原材料価格の上昇の影響を受けた

ためである。また2009年の大幅な損失は，金融システム不安の影響によるものが大きい。純利

益の2007年の前年比減少は製造物賠償責任引当金を繰り入れたためであり，2008年と2009年の

減少は経常利益の減少に伴うものである。2007年に856億あった研究開発費は，2009年には621

億まで減少している。研究開発投資から特許出願まである程度の期間を要するため，特許出願

件数の減少が研究開発費の削減によるものと単純に決めつけることはできないが，特許出願す

る件数においても大幅に絞り込む必要があったと思われる。

↘中長期的視点からの継続的・計画的経営方針に反する行為であり，企業価値及び株主共同の利益が毀損さ
れることにつながる。ヤマハ発動機第77期有価証券報告書，対処すべき課題より

11）ヤマハ発動機はこれまでに二度の大きな経営危機を経験している。一つは，1960年代のクレーム続出に
よる販売不振で，もう一つは1980年代にホンダ技研工業との自動二輪車のマーケットシェア争奪（HY戦争）
に伴う疲弊である。1980年代の経営危機の際には，現在の主事業の一つである産業用ロボットの事業部を
解散させている（ヤマハ発動機の経営革新，第２章，中村元一，嶋田淑之，ダイヤモンド社，2005年６月）。
2004年からの過去最高益は2008年と2009年に大幅に減少している。これは設立以来三度目の経営危機と言
える。

12）ヤマハ発動機第74期有価証券報告書，業績等の概要より。
13）本稿における経営指標の数値は全て、ヤマハ発動機の有価証券報告書に記載されているものを用いた。

ヤマハ発動機は2004年より３月期決算から12月期決算に変更している。本稿での特許出願に関する分析は、↗
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図表２　ヤマハ発動機の経営指標13）
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　したがって，特許出願件数の減少は，研究開発費の変動からではなく，むしろ知的財産制度

の変化への対応から説明できる。前出図表１を見ると，ヤマハ発動機の出願そのものに関する

意識や考え方は，今回調査対象とした20年程度の期間であっても，出願件数を半分にするほど

大きく変わっている。その内容を出願件数だけではなく出願件数に対する登録に至った特許出

願の割合（登録率）において観察すると，1995年の出願において約46%あった登録率が2000年

に16％まで減少している（この2000年の出願件数は1995年に比べ約23％減少しているが，登録

率の減少幅はそれよりも大きく，約1/3になっている）。これは出願された発明や明細書の質，

出願の判断が少しずつであるが変わったことを示している。特許庁調査によるとヤマハ発動機

の90年代半ばの特許成立率（審査請求した特許出願が登録される割合）は，96.3%と国内企業

一位であった14）。つまりヤマハ発動機は，研究成果の特許出願を重視するため，特許出願時期

を急ぎ，権利の主張の絞り込みは出願前ではなく，出願後に行っていたと考えられる。

　しかし2001年から2003年の出願においては登録率が向上しており，2003年には約53%となっ

ている。これは，2001年10月からの出願審査請求期間に関する制度改変により審査請求期間が

７年から３年に短縮されたため，出願前の絞り込みが重要視されたためと思われる。また，登

録率は2004年から徐々に減少する方向にあるが，2004年以降の出願においては審査請求費用が

値上がりしたものの，出願費用が半額になったため，権利主張の範囲を広げるため社内の出願

に関する判断が多少緩和されたことが考えられる。

②国内優先権主張出願による出願の強化

　国内優先権主張制度15）や出願の分割16）は，先に行った出願を補強するのに非常に有効な手

法であり，知的財産を管理する部署の権利意識は，国内優先権主張制度や分割出願の利用の点

からも評価することができる。

　国内優先権を主張した特許出願のメリットとして，権利期間を（先の出願日から）最大１年

延長できること，実施例・請求の範囲の追加や訂正ができること17），出願後に公開された文献

↘出願年で整理しているため、分析には2004年以降の経営指標のみを用いた。
14）特許庁によると1997年のヤマハ発動機の特許成立率は96.3%と１位である。日経産業新聞，1998年8月26

日22面
15）国内優先権制度の活用ガイド，創英知的財産研究所編，㈶経済産業調査会編著，2007年８月，国立大学

の特許出願の特徴に関する調査研究，川畑弘，文部科学省科学技術政策研究所Discussion Paper No.67, 
2010年９月

16）分割出願については，「新分割出願制度に関する提言」，特許第１委員会第１小委員会，知財管理，2005

年, 55(11), pp.1593-1608や「国内外の分割出願制度の見直し」特許第１委員会第４小委員会，知財管理，
2007年, 57(8), pp.1245-1257，等を参考にした。分割のメリットとしては，拒絶理由への対応（単一性違反
や補正制限への対応，特許性の高い発明の切り離し）があり，特許網構築や特許件数の確保，出願係属を
目的とした戦略が考えられる。

17）1993年の特許法改正により新規事項追加禁止規定（特許法第17条２第３項）が設けられており，先の出
願に新規事項を加える手段としては優先権主張制度が唯一の手段である。



国内優先権主張出願にみる知財管理能力の展開（川畑・鈴藤・西村） 73

情報を記載できることなどがある。本調査で対象としたヤマハ発動機では659件（ヤマハ発動

機の単願のうち静岡県磐田市内の発明者のみによる特許出願の約9.5%）の優先権主張制度を用

いた特許出願があり，そのうち647件が国内優先権主張制度を用いたものであり，12件が海外

優先権主張制度（11件が米国，１件がPCT18））を用いたものである。国内優先権を主張した特

許出願をPCTやパリ条約ルートで海外出願する場合もありうる。しかしながら，ヤマハ発動

機の場合，PCTを利用した海外特許出願は１件のみであり，国内出願を元に海外出願する場

合はパリ条約ルートを採用している。これは自動二輪車などヤマハ発動機の主製品は国ごとに

用途が異なるため19），国を指定した特許出願が有益で現実的であるためと思われる。

　ヤマハ発動機の単願のうち静岡県磐田市内の発明者のみによる特許出願のうち国内優先権主

張制度を利用した特許出願の割合は，2004年まではほぼ一定であるが，2005年以降の出願にお

いて増加傾向にあり特に2009年の出願では約27%（58件）になる（図表３）。2004年以降の出

願に係る審査請求の料金は，制度改変により２倍になっており，企業の知財活動に強い影響を

与えたと思われる。例えば，審査請求料金を抑えるために，審査請求を行う出願や請求項の数

を絞り込む，そもそも出願の判断基準を厳しくする，といったことが考えられる。しかしなが

ら，極端な出願の絞り込みにより権利を主張するための特許網が十分ではなくなる可能性もあ

る。そこで，まずは出願し，その後補強するという手続が考えられる。先の出願の補強につい

ては，それに係る別の発明として追加出願するということも考えられるが，出願費用に加えて，

18）特許協力条約（PCT : Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願
19）たとえば自動二輪車の場合，その用途は国や地域によってレジャー，ホビー，実務・実用と大きく異なり，

それに合った商品開発と提供が求められる。海外においても部分的ではあるが，販売から製造にシフトす
るだけでなく，研究開発機能を保有する連結子会社（ヤマハモーターR＆D台湾）や部署（アセアン統合開
発センター等）を設置する必要が生じている。

図表３　(a)国内優先権主張制度を利用した特許出願と(b)分割出願の割合
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別途審査請求や維持のための費用を計上する必要がある。そこで国内優先権主張制度の活用と

いうのが戦略の一つとなる20）。なお，ヤマハ発動機の特許出願件数は，2009年に激減している

が，国内優先権主張制度を用いた出願は増加しており，権利を強くするための策が講じられて

いることがわかる21）。

　同様に出願後のフォローを行う手続に，特許の分割がある。ヤマハ発動機においては，分割

による出願が143件（2.1%）あった。出願全体に対する割合は，2.1%と非常に小さいが，国内

優先権出張と同様に2004年から増加する傾向にあり，2009年には10%以上になっている。ある

発明に関する研究開発が継続され，それに係る新たな発明が生じた場合，優先権主張では，特

許法第37条の発明の単一性違反を回避することが難しい場合がある。その場合は，全く別の出

願とする場合もあるが，先の出願と併せて分割出願するという方法もある。ヤマハ発動機の分

割出願件数の推移を見ると，国内優先権主張制度を用いた出願が増え始めた時期と一致する。

研究開発の継続性に加え，2004年頃から発明の継続性という考えが生まれ，分割出願も国内優

先権主張制度と同様に戦略的に活用する考えにあると思われる。

　発明をいつ明細書としてまとめて特許出願するかということは，出願戦略において最も重要

な要素の一つである。研究開発から製品化，市場開拓までを考えると特許の権利期間である20

年以上を要する場合もあれば，製品のライフサイクルが短くなる場合もある。ヤマハ発動機の

場合，上述の通り，2000年代半ばより国内特許出願と分割出願が増えている。優先権と（審査

請求前の自主的な）分割が可能である期間は，補正が認められる出願から一年以内である。新

たに出願費用を要することになるが，権利化された場合，（先の出願日から）権利期間を延ば

すことができるというメリットがある。

　ところで国内優先権主張制度を利用するためには，先の出願後に新たな発明が発生し，その

ことを発明者だけでなく社内の知財部署が把握する必要がある。限られた人員数で，国内出願

だけでも年間数百件に及ぶ発明の状況を把握することは非常に難しいと思われる。近年，知的

財産部署の業務は権利化に係るものから，権利をどのように活用し，どのように事業展開する

かというマネジメントやコンサルタント的な業務も含まれるようになってきている。しかしな

がら，知財部署の人員には特定の知見と経験が求められるため，部署を急激に拡大することは

難しい。知財部署の定型業務への負担をできるだけ小さくするためには，新しい発明が生じた

20）国内優先権主張制度を用いた特許出願が行われた場合，先の出願はその出願日から15ヵ月後にみなし取
下げされるため書誌からは確認することはできないが，先の出願は，（弁理士を用いずに）社内で明細書を
作成し出願される。優先権により再出願する際に明細書作成を弁理士に依頼するといった時間と費用を減
じる戦略もあり得る。また特許に係る出願費用や管理費の節約，特に複数の特許出願をそれより少ない数
の特許出願にまとめる複合優先によりさらに節約を講じることが可能である。しかしながら，登録される可
能性のある出願件数を減らしてしまう可能性もあるので，通常出願との選択というのが問題になっている。

21）国内優先権による特許出願で採用された筆頭国際特許分類（IPC）は，Bセクション（処理操作；運輸，
234件（36.2%））とFセクション（機械工学；照明；加熱；武器；爆破，251件（38.8%））に関係するもの
が多い。
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ことを発明者が把握し，そのことを知財部署に伝える，という行為が求められる。多くの企業

では，知財部署が中心となり知財に関係する啓蒙・啓発教育に力を入れているが，ヤマハ発動

機においては先の出願後に生じた研究成果等による改良事項を含む後の特許出願戦略について

の考えが研究開発者と共有されていると考えられる。

　また国内優先権主張制度を利用した特許出願は，利用していない出願に比べ発明者の数が多

い（図表４）。つまり，過去に国内優先権主張制度を利用した者との共同発明である場合が考

えられる。たとえば，国内優先権主張制度を利用した一人の発明者による特許出願289件では，

171人が発明者となっているが，そのうち73人は複数人での国内優先権主張制度を利用した特

許出願の経験があり，共同発明者から制度利用の知見を得た可能性がある。

図表４　発明者数ごとの特許出願件数

発明者の数 国内優先権主張制度の利用なし 国内優先権主張制度の利用あり
１

２

３

４

５人以上

 3653(58.2)
 1791(28.5)
  640(10.2)
 145(2.3)
  50(0.8)

 289(44.7)
 214(33.1)
  99(15.3)
 26(4.0)
 19(2.9)

注記：括弧内の値は特許出願件数に対する割合（％）

　しかしながら，国内優先権主張制度を用いた一人の発明者による特許出願において98人は，

国内優先権主張制度を用いた共同特許出願を経験していない。このことから，ⅰ）知財担当部

署が発明の進捗状況を把握している，ⅱ）発明者が所属する研究開発部署からの知見の提供が

あった，ⅲ）知財部員による啓蒙・啓発教育が浸透している，等が考えられる。1990年代にヤ

マハ発動機は企業規模の拡大と事業の多角化に伴い，社内のコミュニケーション不足を問題視

しており，職場内や事業部間の意思疎通の欠落が企業発展の阻害要因になることを危惧し，社

員が職場の壁を乗り越えて語り合えるコミュニケーションプラザを1998年7月に設置している22）。

こういった意識や体制が，研究開発者と知財部員，知財部署とのコミュニケーションにおいて

も効果・影響が現れているのかもしれない。

③発明の項目数と技術分野

　公開特許公報や特許公報の書誌において，発明の主張範囲は請求項として記載される。請求

項は発明に基づく主張の範囲を示す重要な項目であり，記載内容とその範囲だけでなく，請求

項の数自体も特許出願戦略においては非常に重要である。ヤマハ発動機の1994年から1997年ま

でと1998年から2001年までの特許出願では，請求項の数が３つの特許出願が最も多い（図表５）。

22）ヤマハ発動機の経営改革とサプライチェーン・マネジメントの推進，深見環，愛知学院大学論叢. 商学研
究, 2009年, 49(2) pp.177-196; 改革スピードを高めてグローバルプレーヤーを目指す, 渡辺剛, Mobi21, 2001
年, 7, pp.66-69.
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2002年以降の出願では，請求項の数が急激に増加しており，2006年以降においては８つの請求

項が記された特許出願が最も多い。これは多項制の浸透によるものと考えられる。

図表５　付された請求項ごとの特許出願件数
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　請求項の数は，出願の際に狭い権利範囲も想定し，拒絶された場合に容易に減縮補正が行え

るよう増やす場合がある。請求項の増加の要因としては，狭い権利範囲を主張する研究成果が

生まれていることや知財部の対応能力が向上したこと等が考えられるが，2002年以降の審査請

求項の急増はこれらからは理解しにくい。2002年あたりに特許出願に関する大きな意識変化が

あったと考えられる。2001年10月以降の出願において審査請求の年限が７年から３年に短くな

っていることとも関係があると思われる。

　特許が関係する技術領域を特定するにはFタームやファセット分類記号の利活用が有効であ

るが，これらは本調査で対象とした期間の特許出願の全てをカバーしていない。そこで，各特

許出願に付されているIPC（サブクラス）での技術分類によりどのような技術領域での発明が

多いのかを調べた。図表６に各期間に出願された特許出願に付された国際特許分類のうち上位

10位までをまとめた。各期間において最も出願の多い筆頭IPCの割合は増加する傾向にあり，

2006年以降の出願では16.2%と1994～1997年に出願されたものの約1.7倍になっている。つまり，

発明が関係する技術領域が年々集中していることが分かる。また，付された筆頭IPCそのもの

も変化する傾向にあり，1994～1997年の出願での上位10件のうち1998～2001年では８件のみが

上位に入っている。2002年以降の出願では５件しかランキングに入っていない。2002年以降で

は，印刷回路（H05K）に関する発明の割合が１位になるなど発明が対象とする技術領域も少

しずつ変化していることが分かる。

　ヤマハ発動機の特許出願件数は，1996年から減少し，2002年には267件まで減少している。

しかしながら，特許出願に含まれる請求項の数は年々増加する傾向にある。請求項の数を発明

の数と考えると，発明の数は1994～1997年の出願に比べ，2002～2005年の出願では1.21倍に，
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2006～2009年の出願は1.82倍になっている。また，筆頭IPC上位十位内の特許出願の割合は年々

増加傾向にあり，2006～2009年の出願においては約65%となっている。ヤマハ発動機は特許出

願件数が少ない時期において，研究開発のターゲットを絞り込みながらも，多項制をうまく活

用し，主張する権利範囲を広げていると言える。

図表６　筆頭IPCごとの特許出願件数

1994～1997年 1998～2001年 2002～2005年 2006～2009年
F02B
B 6 2 J
F02D
F02M
B62M

 201(9.3)
 166(7.7)
 142(6.6)
 141(6.5)
 112(5.2)

B 6 2 J
H05K
B62K
F02M
B62M

 215(12.6)
 109(6.4)
 81(4.7)
 80(4.7)
 78(4.6)

H05K
B 6 2 J
B62K
B62M
F02D

 206(14.8)
 178(12.8)
 88(6.3)
 47(3.4)
 46(3.3)

H05K
B 6 2 J
F02D
B62K
F16H

 269(16.2)
 258(15.5)
 105(6.3)
 96(5.8)
 87(5.2)

B63B
F02F
H05K
B63H
B62K

  95(4.4)
  93(4.3)
  91(4.2)
  68(3.1)
  65(3.0)

F02D
F02B
B63H
B60L
F01L

 78(4.6)
 73(4.3)
 62(3.6)
 54(3.2)
 51(3.0)

F16H
F02B
F02M
B41F
F01L

 45(3.2)
 43(3.1)
 40(2.9)
 36(2.6)
 31(2.2)

F01N
F16D
B62M
F02M
B41F

 58(3.5)
 57(3.4)
 55(3.3)
 46(2.8)
 42(2.5)

注記：括弧内の値は特許出願件数に対する割合（％）

サブクラス 分類記号の説明 サブクラス 分類記号の説明

B41F
印刷機械

F01N
機械または機関のためのガス流消音器ま
たは排気装置一般；内燃機関用ガス流消
音器または排気装置

B60L
電気的推進車両の電気装置または推進装
置；車両用磁気的懸架または浮揚装置；
車両用電気的制動方式一般

F02B
内燃式ピストン機関；燃焼機関一般

B 6 2 J
自転車用サドルまたはシート；自転車特
有で他に分類されない付属品，例．自転
車用の荷物台、自転車用の保護装置

F02D
燃焼機関の制御

B62K

自転車；自転車のフレーム；自転車操向
装置；特に自転車用に適した乗手操作の
制御装置；車軸懸架装置；サイドカー、
前方に連結する車体、その他これに類す
るもの

F02F

燃焼機関のシリンダ，ピストン又はケー
シング；燃焼機関の密封装置の構成

B62M
車輪付車両またはそりの乗手推進；そり
またはサイクルの動力推進；そのような
車両に特に適合した伝動装置

F02M
一般の燃焼機関への可燃混合物またはそ
の成分の供給

B63B
船舶またはその他の水上浮揚構造物；艤
装品

F16D
回転伝達用継ぎ手；クラッチ；ブレーキ

B63H
船舶の推進または操舵

F16H
主として伝動用に使用されるベルト、ケ
ーブルまたはロープ；チェーン；主とし
てそのために使用される付属品

F01L
周期的に作動する機械または機関用弁

H05K
印刷回路；電気装置の箱体または構造的
細部、電気部品の組立体の製造

（国際特許分類第８版（2006）アドバンストレベル、特許庁より作成）
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Ⅲ．出願管理

①発明の生産体制

　特許出願に係る発明が，「何名の発明者によるものか」ということを知ることは，研究開発

の体制・組織の大きさ（ソフトインフラ）や発明（者）の考え方を大括りにではあるが知るこ

とにつながる。例えば，産業用ロボットのファナックでは，2001年度以降の特許出願では，一

人の発明者による特許出願は殆どなく，発明に係る研究開発体制が年々拡大する傾向にあっ

た23）。一方，ヤマハ発動機の特許出願の発明者は，全ての期間において一人の発明者によるも

のが50%以上を占める（図表７）。また発明者の平均人数も全ての期間で1.6人程度であり，大

きな変化はない。つまり研究開発体制とそれに係るソフトインフラの規模に大きな変化はなく，

発明の生産体制における意識・考え24）の変化は生じていない，もしくは小さいと考えられる。

つまり知財部署は，発明の規模に関する変化をあまり考えなくてよいということである。
図表７　発明者数ごとの特許出願件数

発明者の数 1994～1997年 1998～2001年 2002～2005年 2006～2009年
１

２

３

４

５人以上

 1132(52.3)
 726(33.5)
 257(11.9)
 40(1.8)
  9(0.4)

 1074(62.8)
 426(24.9)
 167(9.8)
 33(1.9)
 10(0.6)

 760(54.7)
 389(28.0)
 165(11.9)
 48(3.5)
 28(2.0)

 976(58.7)
 464(27.9)
 150(9.0)
 50(3.0)
 22(1.3)

平均（人） 1.65 1.53 1.71 1.61

注記：括弧内の値は期間内の特許出願件数に対する割合（％）

②出願時期の選択

　研究開発により発明が発生し，その技術分野や発明者が特定されると明細書として発明をま

とめることに加えて，出願の時期を決定する必要があるが，他社（者）と競合しない発明であ

れば，できるだけ出願時期を遅くするという戦略もあり得る。出願日の選択は研究成果の権利

化において大きな意味を持つ。例えば，大学からの特許出願は，学会が集中する年度末や10月

に出願が集中している。これは学会発表による新規性喪失を回避するためである。また電機機

器メーカの場合，年度末にのみ出願が集中する場合や四半期末毎に集中，上半期末と下半期末

に集中，特に過度な集中月はない，という四つのパターンがある25）。

23）産業用ロボット・工作機械関連メーカの特許出願状況：ファナックの事例，川畑弘，吉田健太郎，西村
成弘，関西大学商学論集 2011年, 56(2) pp.51-67.

24）本調査では，発明者の住所がヤマハ発動機本社になっている単願のみをターゲットとしている。社内に
おいては，発明者の定義が非常に明確であり，その定義は調査対象とした1994～2009年の間で変化してい
ない，もしくは変化があったとしても小さいと思われる。

25）川畑未公開データ。東証一部の電気機器に関係するメーカのうち2008年度の自社単独特許出願件数が↗
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　図表８に特許出願件数が多い筆頭IPCごとの月別出願推移を示す。1998年から2001年と2002

年から2005年の特許出願において，筆頭IPCにB62Jを採用した特許出願は10月に集中しており，

この期間での研究開発から特許出願のスケジュールは変化が小さいように思える。2002年から

2005年の特許出願では，出願月の集中は，３月と12月にシフトしており，出願月の集中度合い

も分散している。つまり，2006年あたりに研究開発体制や出願についての考えが変わった可能

性がある。また2002年から2005年の特許出願では，H05Kに関する出願件数が最も多くなって

いるが，その出願月は１，３，５月に集中している。H05Kに関する出願件数は2006年以降にお

いても最も多いが，出願月の集中は緩和されている。研究開発の進捗管理を行っていても，発

明の発生時期を予測することや特許出願すべきという判断を製品サイクルに合わせることや，

市場投入時期を見据えた特許出願を行うことは非常に難しい。特許出願時期の集中が小さいこ

とは，研究開発部署と知財部署のいずれかもしくは両方において，出願時期に関しての考えや

↘100件以上で，2007年度の研究開発費が50億円以上の企業の筆頭特許出願人となっている特許出願を整理し
た。

図表８　各期間で特許出願の多い筆頭IPC ごとの月ごとの特許出願件数
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意識に何かしらの変化があったことを物語っている。例えば，ある筆頭IPCに関係する特許出

願がある月に集中するということは，研究開発部署が初めに方向性や目標を結構決めて研究を

始めているためで，特許出願について（研究開発部署の視点からの）進捗の管理がしやすくな

っていることが考えられる。その後，出願月が分散するのは，研究開発部署と知財部署との間

での研究開発の進捗に関する情報共有が進み，スムーズな出願ができていることを示している

可能性がある（研究開発のゴールの判断への知財部署の関与が大きくなったと考えられる）。

　図表９にヤマハ発動機の月ごとの出願件数を示す。黒丸はその期間内の平均出願数よりも出

願の多い月である。ヤマハ発動機の場合，出願が特に集中しているという月はない。これは，

ある技術分野では出願が集中することがあっても，知財部署としての能力の問題があるためと

思われる。

図表９　月ごとの特許出願件数
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　しかしながら，ヤマハ発動機の月ごとの出願件数は，期間によって少しずつ変化している。

1994～1997年の出願では，特に四半期毎に出願が集中しているというわけではなく，２月と６

月，10月，12月の出願が多い。1998～2001年の出願では特に10月に出願が集中している。2002

～2005年の出願では，３月と10月に出願が集中している。2006年以降の出願では，３月と12月

に出願が集中しているが，その集中度合いは2005年以前の出願に比べて小さい。2006年以降の

出願時期の分散は，国内優先権主張性を利用した出願が増加している時期とも関係があるのか

もしれない。優先権制度の利用は先の出願から一年以内であり，できるだけ期限が切れる寸前

の制度利用がメリットは大きい。ある月に出願の集中があり，その出願の全てを一年後に優先

権主張するとなると，知財部署は翌年同月には二倍の出願件数に対応することになる。特許出

願時期の集中が緩和することにより知財部がオーバーワークになることが避けられるメリット

がある。出願時期を分散させることにより知財部署が国内優先権主張出願に対応できるように

なった，もしくは国内優先権主張出願を活用する戦略を選択したために出願時期を分散させる

ようになった，と考えられる。

③研究開発の継続性を考えた代理人の選択

　代理人の業務は出願に留まらず，公開前のフォロー，審査請求と審判後の対応など，登録ま

でを考えても多岐に渡る。発明を権利として主張するためには，代理人の選択も出願戦略にお

いて重要である。ヤマハ発動機の者のみによる単願6926件全てに代理人の記載があった。８名

の代理人が記されている特許出願もあったが，１名の代理人による出願が4592件（66%）と半

数以上であった。筆頭代理人に注目すると，54人の個人と５つの特許事務所の記載があった。

最も記載が多い筆頭代理人では922件の特許出願に関わっていた（図表10）。また100件以上の

特許出願に関わった筆頭代理人は15名で，この15名による特許出願は出願件数の約82%であっ

た。また，500件以上の特許出願に関わった筆頭代理人４名のうち３名は調査対象とした出願

期間16年間全てにおいて代理人となっている。先願発明に対する選択発明を後願として出願す

る場合，どちらかがもう一方に悪影響を与えることが危惧される。両方の出願を有効に権利化

するためには，同じ者が先願と後願の両方を代理することが重要と思われる。ヤマハ発動機で

は，研究開発の継続性を踏まえた出願戦略が採用されていると考えられる。また，各代理人が

図表10　筆頭代理人ごとの特許出願件数

代理人として記載されている出願件数 筆頭代理人の数 のべ出願件数
500件以上
100件以上500件未満
 50件以上100件未満
 10件以上 50件未満
 10件未満

4

11

9

19

16

2974(42.9)
2684(38.8)

679(9.8)
534(7.7)
55(0.8)

注記：括弧内の値は総特許出願件数に対する割合（％）
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関係している国際特許分類を見ると，IPCごとに代理人が集中していることが分かる。

　基本特許の活用を図るためには改良特許と周辺特許の出願と権利化により特許網を充実する

必要がある。もし研究開発のターゲットが短期間でドラスティツクに変わるとなると，特許網

の整備は難しい。ヤマハ発動機の特許出願で採用されている筆頭IPC（サブクラス）の移り変

わりを見ると非常に緩やかであることが分かる（図表６）。また，多数の特許出願が長期間に

わたり，特定の代理人により出願されている。先の出願を元にした改良特許や周辺特許を権利

化と権利の範囲を考えて出願することを考えると，先の出願と同一の代理人を採用するという

のは有効な戦略である。つまり，ヤマハ発動機では，研究開発の継続性を踏まえた出願戦略が

採用されていると考えられる。

Ⅳ．まとめ

　特許庁行政報告書によると日本企業の特許出願の約７割は改良特許であると言われている。

国際競争力の源泉となる優れた研究開発成果は，特に基本特許として国内外で効果的に権利取

得し活用することが重要26）であることは言うまでもないが，基本特許となる発明ばかりを創

出することは難しい。しかしながら，改良特許による利益が小さいとは必ずしも言えない。ま

た，基本特許による技術の独占は改良特許や周辺特許による特許網の充実をどれだけ図っても

十分ということはない27）。

　本稿では，ヤマハ発動機の公開特許公報の書誌データを中心に，特許出願の特徴と特許出願

戦略という視点から，プロパテント時代におけるヤマハ発動機の知的財産管理の展開を調べた。

ヤマハ発動機の特に主要製品は，ブランドが確立されているものが多く，ブランドの持続を図

ったシリーズ化に伴う改良に関係する発明も多いと考えられる。しかしながら，発明に係る人

材（発明者）の確保や研究開発費といったソフトインフラを急激に充実するということは容易

ではなく，基本特許をフォローする出願を安易に増やすことは難しいと思われる。そこで，ヤ

マハ発動機は，出願件数の増加ではなく，（1）特許制度の変化への柔軟な対応，国内優先権主

張制度や分割出願制度の活用，（2）研究開発ターゲットの変化に対応する体制整備，（3）研究

活動の持続性を考えた出願戦略，により特許の価値を高める出願戦略を実現していることが明

らかとなった。

26）平成18年版科学技術白書第１部第２章第２節
27）職務発明の評価法と報奨制度，第８講，エヌ・ティー・エス，2003年７月


